
　国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人を対象とした特定健康診査（特定健診）を実施しています。
　健診は、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームに着目し、糖尿病、高血圧症、脂質異常症など
の早期発見・予防を目的に無料で受けることができます。
　健診にかかる時間は１時間程度で、受診期間は令和６年３月末までです。年明けは混雑しますので、
早めの予約をお願いします。受診券をなくした人は、電子申請または窓口で再申請の手続きをして
ください。
40～50歳代の皆さん特定健診を積極的に受けましょう
　心身ともに疲れが取れにくくなったり、体型に変化が現れたりしても何かと忙しく健康のことを後回しにして
いませんか。日々のストレスや偏った食事、飲酒・喫煙などが生活習慣病の原因になります。
　40～50歳代の健診受診率が低い一方で、生活習慣病で医療機関を受診している人の割合は50歳代から増加し
ています。健診を受けていない人は、受けている人と比べて生活習慣病等の医療費が一人当たり11,867円高く
なるデータがでています。健診を受けて自身の健康管理に役立ててください。

問い合わせ　保険年金課国民健康保険担当（１階③番窓口）

11月は特定健康診査の受診強化月間ですお知らせ

あなたに合った生活習慣改善法を一緒に考えます
「特定保健指導」を受けて生活習慣を改善しましょう
　特定健診および補助を利用した人間ドックの結果から、生活習慣病（糖尿病、高血圧症、脂質異常症など）
の発症リスクが高く、生活習慣の改善により生活習慣病の予防効果が多く期待できると判断した人を対象
に管理栄養士が３～６か月間、適切な食事や運動について、生活習慣を見直すサポートを行う特定保健指
導を実施しています。
　生活習慣病発症リスクにより「動機付け支援」「積極的支援」と判定された人には、市から「特定保健
指導のご案内」を送付します。
　保健指導の実施は、民間の事業者へ委託しています。実施事業者から電話等で利用おすすめの連絡をす
ることがあります。あらかじめご了承ください。
令和５年度特定保健指導実施事業者　株式会社現代けんこう出版

電子申請はこちら▶

■集団健診の申し込み受け付け中です
日時　12月22日（金）　午前９時30分～正午
場所　保健相談センター
※同時に、肺がん・結核検診と大腸がん検診も受診できます。
申し込み　電子申請または電話で担当へ
■特定健診を受けて当てよう！受診キャンペーン
対 象　市が送付した受診券で、11月30日（木）までに健診
を受診した人（申し込み不要）

賞品
① 日高市産の野菜…初めて健診を受診した人の中から30人
② ミニタオル…３年連続で健診を受診している人の中から
30人

③ 健診ファイル…本年度40歳になる人で健診を受診した人
の中から30人

※抽選結果は発送をもって発表に代えさせていただきます。

■勤務先で健診を受ける人へ
　国民健康保険に加入していて、勤務先の健康
診断（事業主健診）を受けた場合は、健診結果を
保険年金課窓口にお持ち
ください。特定健診の項
目を満たした人には、市
オリジナルタオルをプレ
ゼントします。
■医療機関で治療中の人へ
　治療中の疾患だけでなく、からだ全体を見て
もらうためにも、受診の必要性について、かか
りつけ医にご相談ください。
　血液検査や尿検査等の治療に伴う検査には、
健診の検査項目が多く含まれていますので、健
診に該当する検査データの提供をお願いします。
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　医療機関等を受診したときの医療費（国民健康保険分）は、皆さんが納める保険税と国からの補助金等から支払
われています。以下を参考に、今後も皆さんが安心して医療を受けられるよう、ご協力をお願いします。

問い合わせ　保険年金課国民健康保険担当（１階③番窓口）

医療費を大切に使いましょうお知らせ

セルフメディケーションで健康管理をしましょう
　セルフメディケーションとは、「自分自身の健康
に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てする
こと」（WHOの定義）です。
　特定健康診査を受診し、自分の体の状態を定期的
に把握するとともに、軽い体調不良の際には、薬局
やドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる
OTC医薬品を上手に使いましょう。
かかりつけ医を持ちましょう
　信頼できるかかりつけ医は、日常的に医療を行う
だけでなく、健康相談ができる大切な存在です。過
去の診療のデータも活用でき、病気の早期発見につ
ながります。
重複受診は控えましょう
　複数の医師に同じ病気を診てもらうこと（セカン
ドオピニオンは除く）は、その都度初診料がかかり、
検査・処置・注射・投薬などを最初からやり直すこ
とになります。現在の治療に不安があるときは、ま
ずかかりつけ医に相談しましょう。
緊急時以外は平日昼間に受診しましょう
　休日や夜間は、重症患者に対応する時間です。加
算が付いて医療費の負担も増えます。やむを得な
い場合以外は、平日の時間内に受
診しましょう。受診に迷ったとき
は埼玉県救急電話相談（♯7119）
または子ども医療電話相談（♯
8000）を利用しましょう。家庭で
の対処方法や医療機関への受診の
必要性について、看護師が電話で
相談に応じます。

多数服薬（重複・多剤服薬）に気をつけましょう
　複数の医療機関で同じような薬を処方されること
により、体に負担がかかる恐れがあります。該当す
る人には通知を送付していますので、医師・薬剤師
に相談しましょう。また、お薬手帳を持つことで、
処方された薬の履歴をまとめられるだけではなく、
多数服薬の副作用（ポリファーマシー）の確認などに
役立ちます。積極的にお薬手帳を活用しましょう。
ジェネリック医薬品を活用しましょう
　ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果がある
と認められている後発医薬品のことです。新薬より
安価なため、薬代の自己負担を軽減し、医療費を抑
えることができます。
交通事故などにあったときは必ず連絡をしましょう
　交通事故や傷害、他人の飼い犬に噛まれたなど第
三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則と
して加害者が全額負担します。損害賠償等で時間が
かかるときは、国民健康保険で一時的に立て替える
こともありますが、保険証を使用するときは必ず保
険年金課国民健康保険担当へ連絡をしましょう。
整骨院や接骨院で施術を受ける人へ
　保険の対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、
脱臼、打撲および捻挫（肉ばなれを含む）に限られま
す。単なる肩こりや筋肉疲労は対象外です。施術を
受ける前に確認しましょう。
　また、施術を受けた人に、負傷の原因や施術内容
を照会することがあります。これは整骨院・接骨院
が提出する請求内容と実際に受けた施術内容が一致
するかを確認するためのものです。適正な療養費支
給のため、回答にご協力をお願いします。

　火災の多い時期を迎えるに当たり、消防団の服装や車両、資器材などを点検し、災害発生時に迅速に対応する
準備ができているか確認するほか、消防団員の士気の高揚を図るため、実施するものです。
　なお、本年度からより多くの市民に見ていただくため、会場を日高市役所に移し実施します。
日時　11月４日（土）　午前９時～11時30分（雨天中止）
場所　日高市役所
内容　服装・機械器具の点検、放水試験など

問い合わせ　危機管理課防災・消防担当

令和５年度日高市消防団特別点検お知らせ
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